
石川県文化財保護審議会の審議結果について 

 

 

１ 平成２７年１２月２５日(木)１６時から開催された「石川県文化財保護

審議会(会長 藤 
のり お

則雄)」において、石川県教育委員会から諮問された次の

案件について、「保存する価値を有すると認め、石川県指定文化財に指定

することが適当である。」旨の答申があった。 

 

（１）有形文化財（歴史資料）  

加賀藩士 上木家
う え き け

文書
もんじょ

 

（２）民俗文化財（無形民俗文化財）  

唐戸山
からとやま

神事相撲 

 

 

２ 今回の答申案件については、今後開催される石川県教育委員会会議に付

議され、議決が得られれば、県公報で告示し、正式に県指定文化財となる。 

 

 

３  今回の答申案件を加えると、県指定有形文化財は２３４件（うち、

歴史資料２１件）、県指定民俗文化財は２４件（うち、無形民俗文化

財２０件）となり、県指定文化財の総数は３４７件となる。



 

 

加賀
か が

藩士
は ん し

 上木家
う え き け

文書
もんじょ

 

 

  上木家は越前府中(現在の福井県越前市)の出身で、関ヶ原の戦いでは前田

利長に仕え、その後、知行
ちぎょう

千石を有する加賀藩士家となり、普請
ふ し ん

奉行
ぶぎょう

など各

奉行を務めた。また、加賀藩祖・前田利家の側室で、三代利常の生母である千世
ち よ

（寿
じゅ

福院
ふくいん

）の実父である上木新兵衛に連なると考えられる。 

  本文書は、上木家に伝来する３５４点の資料からなっており、戦国時代末

期から大正時代のものが含まれている。加賀藩士家の基本的な文書である「知
ち

行
ぎょう

宛
あて

行
がい

状」、「先祖由緒一類附帳
せんぞゆいしょいちるいつけちょう

」、「系図帳」などが揃っているほか、縁

組や勤仕に関する資料、香道を含む学芸の資料も含まれている。藩政の実務

を担った藩士家の詳細が伺え、加賀藩の職制や武家社会の様相、社会生活を

研究するうえで格好の資料であり、学術的価値が高い。 

また、利常から上木家に宛てた「かな書状」や二代藩主・利長の書状、「豊

臣秀吉朱印状」、１８世紀末から１９世紀初頭にかけての上木家屋敷図など、

類例が少ない資料が含まれており貴重である。 

「辰巳上水江筋之
たつみじょうすいえすじの

絵図
え ず

」は、幅１５．０㎝、長さ７０８．０㎝の細い和紙を

貼り継いだ絵図で、取水口から兼六園までが描かれている。図中には貼り込み

などが随所に行われ、寛政地震（寛政 11年＝1799年）前後の様子が書き入れ

られており、現認される絵巻の中で最も古い情報を持つものとみられ、辰巳用

水研究に役立つと考えられる。 

本資料は加賀藩士で知行
ちぎょう

千石を有し、藩政の実務に携わった家の文書であり、

また、藩主生母の実家関連の資料という点で価値が高く、有形文化財として指

定し、その保存を図ることが必要である。 
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加賀藩士 上木家文書 

 

① 前田利常かな書状（上木宛前田利常自筆書状） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 加増知宛行状（前田利光（利常）知行宛行状） 
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③ 豊臣秀吉朱印状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 辰巳上水江筋之絵図（ 幅 15.0 cm、長さ 708.0 cm ） 

 
貼り掛け  地震後の図 本紙  地震以前の図 



 

 

⑤ 御馬廻組 上木金左衛門宅之図（ 縦 113.0 cm、横 79.0 cm ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】19世紀中頃の金沢町絵図（石川県立歴史博物館所有） 
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⑥ 大坂御陣之図（ 縦 108.0 cm、横 76.0 cm ） 
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神事
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相撲
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 唐戸山神事相撲は、９月２５日に行われる羽咋神社の神事相撲である。伝承に

よれば、第１１代垂
すい

仁
にん

天皇の皇子で羽咋神社の祭神である磐衝
いわつく

別 命
わけのみこと

が薨去
こうきょ

し

た際、命が生前、相撲を好んだことから、その命日に北陸各地から力士が集ま

り、相撲により神霊を慰めたことが始まりであると伝えられている。 

 その後は、羽咋神社の神事相撲として行われてきたが、羽咋神社の別当寺で

ある本念寺
ほんねんじ

の法要行事として行われるようになった。『能登名跡志』には、安永

６年（１７７７）当時に、本念寺で相撲が行われていたことが記録されている。

神仏分離により、明治１１年（１８７８）には、再度、羽咋神社の行事となり、

今日に至っている。 

 相撲が行われている唐戸山相撲場はすり鉢状になっており、磐衝別命の墓陵

を作るとき、土地の人々が砂を運んだためできたものとする伝承が残っている。

窪地の土俵は円形で四本柱はない。 

 神事相撲が行われる当日は、羽咋神社で奉額祭及び神社相撲祭、立行司に白

木の軍配を授ける任命式が行われる。その後、唐戸山相撲場において、稽古取

りと協賛相撲が行われた後、神事相撲が執り行われる。 

 神事相撲は、土俵の四方に篝火を焚き、力士の土俵入り、相撲甚句、神事太

鼓が披露された後、前弓・中弓・奥弓と取組が進められる。 

 力士は、邑知潟を中心に、越中と加賀の方面を「上山」、能登方面を「下山」

と２つに分けられて、「水なし塩なし待ったなし」で二番勝負の相撲を取り、最

後まで残った上山と下山の各１名の力士が慣習により大関となる。取組が終わ

った後、両大関は他の力士の組む肩車の馬に乗って、相撲場から約１キロメー

トルの参道を走り、羽咋神社の拝殿に駆け込む。 

 羽咋神社の拝殿では、幣帛
へいはく

授与祭が行われ、御大詔
ごだいしょう

を神職が読み上げ、賞 証
しょうしょう

、

相撲由来書、目録が立行司から大関に授与される。また、大幣帛、本念寺の高張
たかはり

提灯も立行司から大関に授与される。大関となったものは、翌年の相撲に額を

奉納し、親方となるのが通例となっている。 

 保護団体である「唐戸山相撲協会」は、昭和３３年に発足した「唐戸山相撲

協賛会」が昭和４４年に現名称に改称したもので、唐戸山神事相撲の運営及び

存続に努めている。 

 唐戸山神事相撲は、神事相撲としての歴史をよく伝承しながら、今日も盛大

に開催されており、民俗学的に貴重であることから無形民俗文化財に指定し、

その保存を図ることが必要である。 



 

 

唐戸山神事相撲 

 

大関戦の取組 

 

 

馬に乗った大関 

 

 


